
納
税
な
ど
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

「
る
の
か
ー
ど
」
の
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
に
伴
い
、
切
替
イ
ベ
ン
ト
を
実
施

し
ま
す
。

▽
「
る
の
か
ー
ど
」
の
概
要

市
内
の
約
１
０
０
店
舗
で
使
え
る

地
域
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
で
、
税
抜

１
０
０
円
で
１
ポ
イ
ン
ト
が
付
与

さ
れ
ま
す
。
１
ポ
イ
ン
ト
１
円
と

し
て
、
買
い
物
に
利
用
で
き
る
ほ

か
、
景
品
交
換
や
抽
選
な
ど
に
も

利
用
で
き
ま
す
。

▽
日
時
・
場
所

●
12
月
４
日
㈰
～
７
日
㈬
…
あ
き
る

野
ル
ピ
ア
１
階

●
12
月
８
日
㈭
～
10
日
㈯
…
五
日
市

出
張
所
２
階

午
前
10
時
～
午
後

４
時
（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

▽
イ
ベ
ン
ト
内
容

現
行
の
「
る
の
か
ー
ど
」
を
お
持

ち
い
た
だ
い
た
方
に
、
新
し
い

「
る
の
か
ー
ど
」
に
ポ
イ
ン
ト
を

移
行
す
る
と
と
も
に
、
期
間
・
用

途
限
定
の
１
０
０
０
ポ
イ
ン
ト
を

付
与
し
ま
す
（
１
人
１
回
）。

※
本
人
の
代
わ
り
に
家
族
の
方
が
手

続
き
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

「
全
額
免
除
」
か
「
納
付
猶
予
」

の
承
認
を
受
け
た
方
が
、
翌
年
度
以

降
も
引
き
続
き
免
除
申
請
を
希
望
し

て
い
た
場
合
は
、
継
続
審
査
の
対
象

と
な
り
ま
す
（
「
特
例
申
請
」
を
し

た
方
を
除
く
）。
継
続
審
査
対
象
の

方
に
は
、
７
月
に
日
本
年
金
機
構
が

所
得
審
査
を
行
い
、
は
が
き
で
審
査

結
果
を
通
知
し
て
い
ま
す
。
結
果
が

届
か
な
い
方
や
納
付
書
が
発
行
さ
れ

た
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

※
毎
年
の
免
除
申
請
は
不
要
で
す

が
、
所
得
審
査
が
あ
り
ま
す
の
で
、

住
民
税
等
申
告
は
必
要
で
す
。

審
査
結
果
通
知（
は
が
き
）を

確
認
し
て
く
だ
さ
い

継
続
審
査
は
、
前
年
と
同
じ
免
除

区
分
で
の
審
査
で
す
。
却
下
通
知
書

が
届
い
た
方
で
も
一
部
免
除
に
該
当

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
希
望

す
る
方
は
再
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
世
帯
に
変
更
が
あ
っ
た
方
、

失
業
、
天
災
等
の
「
特
例
」
や
「
臨

時
特
例
」（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
に
よ
る
減
収
）
に
該
当
す
る
方

は
、
再
申
請
す
る
こ
と
で
審
査
結
果

が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
一
部
免
除
が
承
認
さ
れ
た
方
に

は
、
減
額
後
の
納
付
書
が
届
き
ま

す
の
で
、
必
ず
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。
減
額
後
の
金
額
を
期
限
ま
で

に
納
め
な
い
と
免
除
が
無
効
（
未

納
）
に
な
り
ま
す
。

▽
申
請
・
問
合
せ

保
険
年
金
課
年

金
係
、
青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０

４
２
８
・
30
・
３
４
１
０
）

一
斉
清
掃
は
、
町
内
会
・
自
治
会

連
合
会
な
ど
の
協
力
で
、
皆
さ
ん
の

共
有
財
産
で
あ
る
道
路
、
公
園
や
河

川
な
ど
の
清
掃
を
し
、
地
域
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
も
つ
な
が
る
活
動
で

す
。

▽
日
時

11
月
27
日
㈰

午
前
８
時

～
正
午
（
小
雨
実
施
、
雨
天
の
場

合
は
12
月
４
日
㈰
）

※
午
前
７
時
に
防
災
行
政
無
線
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

▽
清
掃
場
所
・
注
意
点
な
ど

●
町
内
会
長
・
自
治
会
長
の
指
示
に

従
っ
て
く
だ
さ
い
。

「
自
分
の
悩
み
は
人
権
侵
害
か
も
」

と
思
っ
た
ら
、
一
人
で
悩
ま
ず
、
気

軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
市
の
人

権
身
の
上
相
談
（
毎
月
第
４
金
曜

日
・
予
約
制
）
の
ほ
か
に
、
法
務
局

学
童
ク
ラ
ブ
は
、
保
護
者
が
就
労

な
ど
で
昼
間
家
庭
に
い
な
い
児
童
に

対
し
、
適
切
な
遊
び
と
生
活
の
場
を

提
供
し
、
健
全
育
成
を
図
る
こ
と
を

目
的
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

入
会
は
、
申
請
内
容
で
必
要
性
の

高
い
児
童
（
低
学
年
な
ど
）
を
優
先

し
ま
す
。

▽
申
請
期
日

12
月
27
日
㈫
ま
で

▽
申
請
書
な
ど
の
配
布
・
受
付
場
所

表
１
の
と
お
り

▽
対
象

市
内
在
住
・
在
学
の
小
学

生
▽
定
員

各
学
童
ク
ラ
ブ
お
お
む
ね

40
人

▽
育
成
時
間

表
２
の
と
お
り

▽
育
成
料

月
額
３
千
円
（
お
や
つ

代
は
別
途
月
額
１
２
０
０
円
）

▽
申
込
み
方
法

学
童
ク
ラ
ブ
入
会

申
請
書
、
家
族
健
康
状
況
等
調
査

書
、
家
族
勤
務
状
況
調
査
書
、
勤

務
証
明
書
な
ど
を
申
込
み
場
所
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
担
当
課

子
ど
も
政
策
課
児
童
館

係

新「るのかーど」現「るのかーど」

➡

※
「
る
の
か
ー
ど
」
を
お
持
ち
で
な

い
場
合
は
、
新
規
発
行
の
み
と
な

り
ま
す
。

※
「
る
の
か
ー
ど
」
が
破
損
や
紛
失

し
て
い
る
場
合
な
ど
は
、
事
前
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
１
０
０
０
ポ
イ
ン
ト
の
付
与
は
、

イ
ベ
ン
ト
期
間
中
の
み
で
す
。
イ

ベ
ン
ト
終
了
後
は
、
ポ
イ
ン
ト
移

行
の
み
と
な
り
ま
す
。

※
付
与
さ
れ
た
ポ
イ
ン
ト
の
有
効
期

限
は
、
令
和
５
年
１
月
31
日
㈫
で

す
。
交
換
や
抽
選
な
ど
に
は
利
用

で
き
ま
せ
ん
。

▽
そ
の
他

詳
し
く
は
、
あ
き
る
野

商
工
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
、
る
の

か
ー
ど
加
盟
店
に
置
い
て
い
る
チ

ラ
シ
な
ど
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

直
接
、
事
務
局
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

あ
き
る
野
商
工
会
る
の

か
ー
ど
事
務
局
（
☎
５
５
９
・
４

５
１
１
）

▽
担
当
課

商
工
振
興
課
商
工
振
興

係

月　日 会議名 内　容

１１月２４日（木） 本会議（初日） 議案審議など

１１月２９日（火） 本会議（2日目）

一般質問
１１月３０日（水） 本会議（3日目）

１２月　１日（木） 本会議（4日日）

１２月　２日（金） 本会議（5日目）

１２月　６日（火） 総務委員会

付託案件審査など１２月　７日（水） 環境建設委員会　

１２月　８日（木） 福祉文教委員会

１２月１５日（木） 本会議（最終日）
委員長報告、

議案審議など

＊午前９時３０分から開会します。

＊会議の日程などは変更になる場合があります。事前にお問い

合わせください。

＊請願・陳情の提出期限は、１１月１６日（水）です。

○問合せ　議会事務局

●
水
分
補
給
な
ど
の
必
要
な
飲
食
以

外
は
避
け
て
く
だ
さ
い
。

●
ご
み
袋
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
袋
を

使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

●
家
庭
の
ご
み
な
ど
は
、
絶
対
に
持

ち
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い
。

●
清
掃
中
の
け
が
な
ど
に
は
十
分
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

●
個
人
で
所
有
し
て
い
る
土
地
は
、

個
人
の
責
任
で
清
掃
を
お
願
い
し

ま
す
。

●
日
本
財
団
と
環
境
省
が
推
進
す
る

海
ご
み
ゼ
ロ
活
動
に
関
連
付
け
、

実
施
し
ま
す
。

▽
問
合
せ

生
活
環
境
課
清
掃
・
リ

サ
イ
ク
ル
係

の
職
員
や
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
電

話
相
談
（
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分
）、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

相
談
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
の
相
談

し
や
す
い
方
法
で
、
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

▽
相
談
方
法

●
人
権
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
（
み
ん
な
の

人
権
１
１
０
番
）（
☎
０
５
７
０
・

０
０
３
・
１
１
０
）

●
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
（
☎

０
５
７
０
・
０
７
０
・
８
１
０
）

●
子
ど
も
人
権
１
１
０
番
（
☎
０
１

２
０
・
０
０
７
・
１
１
０
）

●
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
人
権
相
談
…
２

次
元
コ
ー
ド
か
ら
ご
覧
く
だ
さ

い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

市
民
課
市
民

相
談
窓
口
係
（
直
通
５
５
８
・
１

２
１
６
）

表１　申請書等の配布・受付場所
学童クラブ名 受付時間 電話番号

若竹学童クラブ（若竹児童館）

午前9時～

午後6時

☎558-6231

若葉第１・第２学童クラブ（若葉児童館） ☎559-3967

南秋留第１・第２学童クラブ（南秋留児童館） ☎559-4646

屋城学童クラブ ☎558-5288

一の谷学童クラブ（一の谷児童館） ☎558-0266

草花第１・第２学童クラブ ☎558-3112

前田学童クラブ（前田児童館） ☎558-7331

多西第１・第２学童クラブ（多西児童館） ☎558-6230

五日市第１学童クラブ

午後1時～6時

☎596-5800

五日市第２学童クラブ ☎595-1360

増戸第１学童クラブ ☎595-1361

増戸第２学童クラブ ☎596-1232

秋留台学童クラブ ☎558-1504

五日市児童館 午前9時～

午後5時30分

☎596-6753

五日市児童館増戸分館 ☎596-6999

子ども政策課児童館係
午前8時30分～

午後5時15分
☎558-1250

※配布は各学童クラブおよび児童館の開館日、市役所児童館係は、開庁日に限ります。

※１１月１５日㈫から配布します。市ホームページ、あきる野市子育て応援サイトるの

キッズからもダウンロードできます。

表２　育成時間
通常育成時間 延長育成時間

月曜日

　～金曜日
下校時～午後６時 午後６時～７時

土曜日 午前９時～午後６時
午前８時～９時

午後６時～７時

学校休業日 午前８時30分～午後６時
午前８時～８時30分

午後６時～７時

※延長育成を利用する場合は、事前の申請が必要となり、午

後６時以降は延長育成料がかかります。

インターネット
人権相談

２次元コード

（3） 令和４年（2022年）11月15日  あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
・
納
付
猶
予

「
継
続
審
査
」対
象
の
方
へ

11
月
27
日
は
一
斉
清
掃
の

実
施
日
で
す

12
月
４
日
〜
10
日

「
人
権
週
間
」

一
人
で
悩
ま
ず
相
談
を

令
和
５
年
度

学
童
ク
ラ
ブ
入
会
者
募
集

12
月
に「
る
の
か
ー
ど
」が
新
し
く
な
り
ま
す

〜
新「
る
の
か
ー
ど
」切
替
イ
ベ
ン
ト
〜

市議会１２月定例会議予定表


